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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月5日(2010.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　メシレート、エシレート、エジシル酸塩、リン酸塩、フマル酸塩又はマレイン酸塩であ
る、式(Ｉ)
【化１】

の化合物の薬学的に許容しうる塩。
【請求項２】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
ール－5－カルボニトリル メシレートである、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩。
【請求項３】
　Ｘ線粉末回折により12.7(vs)、6.4(s)、4.53(m)、4.09(s)及び3.33(s)Åのｄ値及び相
対強度を特徴とする、請求項２に記載の塩。
【請求項４】
　実質的に結晶形態である、請求項１～３のいずれか１項に記載の塩。
【請求項５】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
ール－5－カルボニトリル エシレートである、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩。
【請求項６】
　Ｘ線粉末回折により12.6(s)、6.3(m)、4.47(m)、4.16(s)、4.12(s)、及び3.41(s)Åのd
値及び相対強度を特徴とする、請求項５に記載の塩。
【請求項７】
　実質的に結晶形態である、請求項１、５、６のいずれか１項に記載の塩。
【請求項８】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
ール－5－カルボニトリル エジシル酸塩である、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩
。
【請求項９】
　Ｘ線粉末回折により15.3(s)、11.3(m)、5.6(s)、4.32(s)、4.12(s)及び4.08(s)Åのｄ
値及び相対強度を特徴とする、請求項８に記載の塩。
【請求項１０】
　実質的に結晶形態である、請求項１、８、９のいずれか１項に記載の塩。
【請求項１１】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
ール－5－カルボニトリル リン酸塩である、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩。
【請求項１２】
　Ｘ線粉末回折により15.2(m)、7.6(w)、5.1(w)及び4.12(vw)Åのｄ値及び相対強度を特
徴とする、請求項１１に記載の塩。
【請求項１３】
　実質的に結晶形態である、請求項１、１１、１２のいずれか１項に記載の塩。
【請求項１４】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
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ール－5－カルボニトリル フマル酸塩である、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩。
【請求項１５】
　Ｘ線粉末回折により16.5(m)、13.1(m)、12.7(m)、6.8(m)及び3.26(s)Åのｄ値及び相対
強度を特徴とする、請求項１４に記載の塩。
【請求項１６】
　実質的に結晶形態である、請求項１、１４、１５のいずれか１項に記載の塩。
【請求項１７】
　2－ヒドロキシ－3－[5－(モルホリン－4－イルメチル)ピリジン－2－イル]1H－インド
ール－5－カルボニトリル マレイン酸塩である、請求項１に記載の薬学的に許容しうる塩
。
【請求項１８】
　Ｘ線粉末回折により12.7(s)、6.8(s)、6.1(m)、4.58(s)及び3.05(m)Åのｄ値及び相対
強度を特徴とする、請求項１７に記載の塩。
【請求項１９】
　実質的に結晶形態である、請求項１、１７、１８のいずれか１項に記載の塩。
【請求項２０】
　活性成分として治療有効量の請求項１～１９のいずれか１項に記載の塩を、場合により
希釈剤、賦形剤又は不活性担体と共に含む、医薬製剤。
【請求項２１】
　治療における使用のための、請求項１～１９のいずれか１項に規定される塩。
【請求項２２】
　認知障害、痴呆、統合失調症における認知的欠陥(CDS)、軽度認知機能障害(MCI)、加齢
に伴う記憶障害(AAMI)、加齢性認知機能低下(ARCD)又は痴呆のない認知機能障害(CIND)、
前頭側頭型痴呆(FTD)、前頭側頭型痴呆パーキンソン型(FTDP)、進行性核上性麻痺(PSP)、
ピック病、ニーマン－ピック病、皮質基底核変性、外傷性脳損傷(TBI)又はボクサー痴呆
、アルツハイマー病(AD)、ダウン症候群、血管性痴呆、パーキンソン病(PD)、脳炎後パー
キンソン症候群、レヴィー体を伴う痴呆、HIV痴呆、ハンティングトン病、筋萎縮性側索
硬化症(ALS)、運動ニューロン疾患(MND)、クロイツフェルト・ヤコブ病又はプリオン病、
注意欠陥障害(ADD)、注意欠陥過活動性障害(ADHD)又は情動障害、躁的興奮、双極性うつ
病、双極性維持を含む双極性障害、抑うつ、大うつ病、気分安定を含む大うつ病性障害(M
DD)、統合失調症を含む統合失調性感情障害、又は気分変調の予防及び／又は処置におけ
る、請求項１～１９のいずれか１項に規定される塩の使用。
【請求項２３】
　疾患がアルツハイマー病である、請求項２２に記載の使用。
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